
高額介護合算療養費に関する支給決定通知書等印刷及び封入封緘に係る業務仕様書 

（単価契約） 

 

１ 業務内容 

⑴ チラシ及び窓空き封筒作成業務 

① 兵庫県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が提供する原稿に基づき、チラ

シ「高額介護合算療養費の支給について」を印刷すること。 

② 別紙原稿に基づき、送付用窓空き封筒を作成すること。 

⑵ 支給決定通知書印刷及び封入封緘業務 

①  広域連合が、令和４年５月から令和４年８月までに４回に渡って順次提供する原稿に基づき、

「高額介護合算療養費等支給決定通知書」を印刷すること。 

② 「高額介護合算療養費等支給決定通知書」及びチラシ「高額介護合算療養費の支給について」

（計２枚）を送付用窓空き封筒に封入封緘し、広域連合に納品すること。 

 

２ 印刷物仕様 

① チラシ「高額介護合算療養費の支給について」 

数量 67,500枚 

紙質 上質紙 

刷色 片面黒１色刷 

折り 三つ折り 

寸法 A4 

原稿 電子媒体によるデータ支給（Microsoft Word） 

留意事項 ・校正の機会を２回以上設けること。 

 

② 送付用窓空き封筒 

数量 67,500枚 

紙質 クラフト紙（85ｇ/㎡以上） 

刷色 表面黒１色刷 

寸法 長形３号（120×235㎜） 

原稿 別紙のとおり 

留意事項 ・別紙に規定する位置に窓空き加工を施すこと（グラシン窓）。 

 ・封筒表面に料金後納郵便の表記をすること。 

 ・校正の機会を２回以上設けること。 

 



③ 高額介護合算療養費等支給決定通知書 

数量 広域連合が提供するデータ件数と同数 

紙質 上質紙 

刷色 片面黒１色刷 

折り 三つ折り（窓空き封筒封入対応） 

寸法 A4（A4近似縦サイズの連続用紙を用いたものも可とします。） 

原稿 PDFファイル（A4等倍、フォントは埋め込みサブセット） 

※ 広域連合との授受に際しては、電子媒体に格納し、暗号化ソフト（アタッシェケ

ース）を使用するものとする。 

留意事項 ・原稿は、印刷対象者の種類ごとに区別された数個の PDFファイルであり、各ファイ

ルのページ数の合計が処理件数（印刷数量）となる。 

・受託者が印刷物の品質管理上必要となる「生産管理番号」等を原稿に付加して印刷

することも認めるが、次の条件を満たすことを条件とする。 

      ① カスタマバーコードによる郵便料金割引の適用条件に抵触しないこと。 

 ② 印字位置やフォントの種類・大きさ等を考慮することにより、他の記載内容と

誤認することのないように配慮すること。 

 

３ 作業日程及び封入封緘の処理件数（予定） 

⑴ 第１回 データ提供 令和４年５月 19日（木）頃 

        納品期限 令和４年５月 26日（木） 

 処理件数 46,000件 

⑵ 第２回 データ提供 令和４年６月 20日（月）頃 

        納品期限 令和４月６月 27日（月） 

 処理件数 10,000件 

⑶ 第３回 データ提供 令和４年７月 19日（火）頃 

        納品期限 令和４年７月 26日（火） 

 処理件数     5,000件 

⑷ 第４回 データ提供 令和４年８月 19日（金）頃 

        納品期限 令和４年８月 26日（金） 

 処理件数     2,500件 

（第１回～第４回目処理予定件数 63,500件） 

 

※ 上記の各回における処理件数は過去の実績等に基づく見込であり、実際の処理件数はデータ提供

時点で広域連合が通知する件数となる。 



 

４ 納品方法等 

（１）封入封緘した封筒は、広域連合が指定する PDFファイルの順番どおりに並べ、ふた付き段ボール

に箱詰めし、郵送できる状態で納品すること。 

（２）広域連合から提供した電子媒体は、業務終了後、速やかに広域連合に返納すること。 

（３）第４回目の作業が終了した後、チラシ及び送付用窓空き封筒の残部を広域連合に納品すること。 

 

５ 納品場所 

  兵庫県後期高齢者医療広域連合（神戸市中央区三宮町 1丁目 9番 1-1201号(センタープラザ 12階)） 

 

６ 契約期間 

  令和４年４月 27日（水）から令和４年８月 26日（金）まで 

 

７ セキュリティ等 

受託者は、兵庫県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19年３月 29日条例第 19

号）、別記「個人情報取扱特記事項」、兵庫県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ基本方針

及び兵庫県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ対策基準を遵守し、個人情報の漏えい、滅

失、毀損の防止その他の個人情報保護に必要な措置を講じなくてはならない。 

これらの措置を講じるにあたり、以下の（１）から（８）の事項に留意しなくてはならない。 

（１）情報セキュリティ等に関する計画書の提出 

受託者は広域連合から最初に個人情報が提供される前に、次に掲げる事項が記載された書類

を広域連合に提出しなくてならない。 

・当業務履行場所の住所、位置 

・受託者の通常の連絡先及び緊急時の連絡先 

・個人情報の盗難や紛失などの事故が発生した場合に備えた事業継続計画書 

（２）業務履行場所 

本業務履行場所の部屋はオートロック、暗証番号、電子キー、生体認証等により関係者以外

の立ち入りを禁止すること。また、入退室管理簿等により、入退室した者を把握できるように

すること。 

（３）保管場所 

個人情報は、施錠が可能な保管庫に保管すること。 

作業のため個人情報をサーバ等のハードディスク（以下「電子機器」という。）に保存する

場合、当該機器は（２）の業務履行場所同様、入退室者が管理でき施錠された部屋に設置し、

移動が不可能なようにチェーンで固定する等の措置を講じること。 



（４）電子機器の管理 

・当該業務にかかる個人情報を保存した電子機器は、外部ネットワークに接続してはならない。 

・電子機器に個人情報にかかるデータを保存する場合は、全てパスワード等を設定し、暗号化

しなくてはならない。 

・業務に必要のある場合を除き、電子機器から個人情報にかかるデータを印刷及び外部媒体に

出力してはならない。これを担保するため、データの出力状況を全て記録し、これを適正に管

理すること。また、この記録を契約終了または解除後５年間保管しておき、広域連合の求めが

あれば提供すること。 

（５）事故発生時の報告義務等 

受託者は、個人情報保護に細心の注意を払うこととし、情報の漏洩等が発生した場合は、直ちに

漏洩等を防止する措置を講じるとともに、広域連合に書面で状況を報告し、指示を受けること。 

（６）データの授受方法 

データの授受については、広域連合事務所内において、広域連合及び受託者の職員間で確実（直

接）に引渡しを行うこと。 

また、受託者は、成果物を搬出・運搬・納品する際は、飛散、誤送、毀損、紛失等が発生しない

よう十分な対策を講じることとし、納品時は事前に広域連合の担当職員に連絡を入れ、確実（直接）

に引渡しを行うこと。 

（７）個人情報の破棄 

受託者は、契約が終了もしくは解除されときは、本業務に使用した個人情報を以下のとおり

確実に破棄すること。 

・電子機器に記録された個人情報をデータ消去用ソフトウエア等によって、当該個人情報が判

読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

・消去又は破棄に際しては事前に広域連合に連絡し、広域連合から立会いを求められたときは

これに応じなければならない。 

・個人情報を破棄したときは、完全に廃棄した旨の証明書（情報項目、媒体名、量、廃棄又は

消去の方法、責任者、立会者、破棄又は消去の年月日が記載された書面）を広域連合に提出し

なければならない。 

 

８ 再委託 

  再委託は原則として認めない。ただし、書面を提出し広域連合の承諾を得た場合に限り可能とする。 

 

９ 目的外使用の禁止 

本業務の目的以外で、本業務のために広域連合が提供したデータ等を使用・複製すること及び

第三者へ提供することを禁止する。 



 

１０ 支払方法等 

広域連合は、受託者の第４回目の作業の完了並びに、チラシ及び送付用窓空き封筒の残部の納品

の検収確認後に、以下の①及び②の金額を委託料として支払うものとする。 

① 次の項目に係る各月の実績に単価を乗じた額 

「１ 業務内容 （２）」により印刷した高額介護合算療養費等支給決定通知書の枚数 

② 次の項目に係る額 

「１ 業務内容 （１）」により印刷したチラシ及び送付用窓空き封筒 

 

１１ 注意事項 

（１）本仕様書に定めのない事項及び業務実施上疑義が生じた際は、広域連合と協議のうえ、広域連

合の指示に従い対処すること。 

（２）広域連合は、成果物が契約の内容に適合しない状態にあるときは、受託者に対して相当の期間

を定めてその修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することが

できる。 

（３）受託者は、契約が解除された場合において、第三者並びに広域連合に損害を与えたとき、直ち

にその損害を被害者にこの業務委託料の額を限度として賠償しなければならない。故意又は重大

な過失により広域連合に重大な損害を与えたとき並びに別記「個人情報取扱特記事項」の違反に

よる契約解除のときは、賠償額に限度は設けない。ただし、受託者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、この限りでない。 

 



＜封筒仕様・表＞

兵庫県後期高齢者医療広域連合

給付課

〒６５０－００２１
神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１２０１号

（センタープラザ１２階）
電話番号　神戸０７８－３２６－２０２３
電話番号は、おかけ間違いのないようにお願いします。

料金後納
郵 便

235ミリ以内

120ミリ以内

20ミリ程度

100ミリ程度

60ミリ程度

25ミリ程度



兵庫県後期高齢者医療広域連合 

「兵庫県後期高齢者医療 高額介護合算療養費」の支給について 

 

先に申請のありました高額介護合算療養費について、別添のとおり決定  

しましたので、お知らせいたします。 

 

※１ 支給決定通知書は医療保険において自己負担額のある被保険者ごとに作成しています。 

※２ 支給申請は、医療保険分・介護保険分をあわせて申請いただきましたが、支給につい

ては、医療保険分・介護保険分をそれぞれの保険者から支給いたしますので、今回送付

している支給決定通知書の「計算対象期間中の自己負担額の合計額」及び「支給額」は、

兵庫県後期高齢者医療分のみ掲載しています。 

※３ 被保険者がお住まいの市町の福祉医療費（高齢重度障害者医療等）の助成を受けてい

た場合、支給申請の手続をしていただいた後に、その助成額を差し引いて高額介護合算

療養費の支給額を計算し直します。そのため、助成額が高額介護合算療養費の支給額を

超えていた場合は、高額介護合算療養費の支給額は「０円」になります。 

※４ 同時に申請のありました介護保険分（高額医療合算介護（予防）サービス費）につい

ては、各市町介護保険担当課が、別途お知らせいたします。 

 

 

 

高額医療・高額介護合算療養費 

 

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になった

ときは、双方の自己負担額を年間（毎年８月診療～翌年７月診療）で合算し、下の表の自

己負担限度額を超えた額（※）が、申請により後日支給されます。 

自己負担額は高額療養費などの支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方で

あっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。 

（※）５００円以下の場合は、支給の対象となりません。 

 

負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度＋介護保険の自己負担限度額（年額） 

３割 現役並み所得者 

Ⅲ ２１２万円 

Ⅱ １４１万円 

Ⅰ ６７万円 

１割 

一般  ５６万円 

低所得 
Ⅱ  ３１万円 

Ⅰ  １９万円 
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